
身近な住民どうしの「仲間づくり」や「居場所づくり」を進める活動です。社会福祉協議会では、
開設支援及び運営相談のほか、５年間を限度とした助成を行っております。
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地域の60歳以上の方が、親睦やレクリエーション等のため、無料で利用できる場です。
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24

24

（浴室は13：00～16：00）

23

札幌市にお住まいの70歳以上の方を対象に、市内の対象交通機関で利用できる敬老優待乗車証
（敬老ICカード・敬老乗車券）を交付しています。乗車証は利用者負担金を支払うことで、1年度あ
たり1万円～7万円（1万円単位）の範囲で希望額をチャージし、利用することができます。

60歳以上の方や障がいのある方などが低料金で利用できる保養施設です。日帰りはもちろん、
宿泊も利用できます。

年度途中で新たに交付対象となった方（新規70歳到達など）の初年度のチャージ上限額については、対
象となった月によって異なります。

敬老ICカード
敬老乗車券

転入手続後

を送付します。

負担金

チャージ
額


